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労働基準法の改正について 
去る６月２７日に改正労働基準法が成立し、７月４日に公布されました。 
施行日は、来年１月１日（厚生労働省 案）となっております。 

 
今回の法改正の主な内容は、有期労働契約の上限の延長、解雇ルールの法制化、企画業務型裁量労働制の導入

要件の緩和等となっておりますが、その中の「有期労働契約の契約期間」についてご説明いたします。 
 
◇有期労働契約の原則の上限期間が１年から３年に延長となります。 
 

 今までは労働契約期間を定めて契約する場合、契約期間は１年を超えることができませんでした

が、施行後は職種に関係なく３年が上限とされ、今まで１年契約とされていた労働者も、２年契約

や３年契約として契約を締結することができるようになります。 
 また、今まで例外として労働契約の上限が３年とされていた高度の専門的知識を有する労働者に

ついては、新規の雇い入れが条件となっていましたが、今回、この新規雇い入れの条件が廃止され、

施行後に契約更新するときには５年までの期間で契約することができるようになります。 
 

有 期 労 働 契 約 の 上 限  
 

現   行   法 改   正   法 
原

則 １  年  以  内 ３  年  以  内 
例

外

① 
有期の事業の完了に必要な期間 

（建設現場等一定期間で終了する事業に限る）
同左（変更なし） 

 
 
 
 
 
例 

 
 

外 
 
 

② 

 

３  年  以  内 
①新商品、新役務、新技術の開発または科

学に関する研究に必要な業務であっ

て、その業務に必要な高度の専門的知

識、技術・経験で厚生労働大臣の定め

る基準に該当するものを有する者が不

足している事業所がこうした者を新た

に雇い入れる場合 
②事業の開始、転換、拡大・縮小、廃止の

ための業務のうち、一定期間内に完了が

予定されている業務であって、その業務

に必要な高度の専門的知識、技術・経験

で厚生労働大臣の定める基準に該当す

る者を有する者が不足している事業場

がこうした者を新たに雇い入れる場合 
③６０歳以上の者との間に締結される労

働契約 

 

５  年  以  内 
 

①専門的な知識、技術・経験（以下「専

門的知識等」という）であって高度

のものとして厚生労働大臣が定め

る基準に該当する専門的知識等を

有する労働者（当該高度の専門的知

識等を必要とする業務に就く者に

限る）との間に締結される労働契約 
②６０歳以上の者との間に締結され

る労働契約 
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